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１ 　「家族信託」との出会い

「家族信託」との出会いを書く前提と
して、私の弁護士としてのキャリアなど
を少しお話しします。

（１）私の職歴概要
私は、弁護士としてのキャリアを「組
織内弁護士」でスタートしました（ちな
みに、弁護士になる前は公務員でした）。
司法試験に合格したのは2008年でした
が、すぐに弁護士登録はせず、地方自治
体（県）において勤務を継続していまし
た。その後、複数の地方自治体、金融機
関などで組織内弁護士として勤務したの

ち、2016年に広島で開業しました。

（２）「家族信託」との出会い
2016年に地元の広島に戻って弁護士業
をやると決めた際に、「どの分野でやっ
ていこうか」といろいろ考えました。そ
の時に考えたのは「事業承継」や「コン
プライアンス」などだったように記憶し
ています（これらの業務も今も継続して
取り組んでいます）。
私自身、あまり人のトラブルというの
が好きではないこと、これまでは紛争を
予防する仕事をやってきたことから、今
後もその方向でやっていけたらよいなと
思っていました。
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国家公務員、地方公務員、金融機関などでの勤務を経て、2016年に弁護士事務所を開設し、現在に至る。
現在の業務としては、予防法務に力を入れて取り組んでおり、中でも相続や遺言など高齢者に関する業務などを中心に
取り扱っている。
主な著書に、『事例でわかる家族信託契約の変更・終了の実務』（共著、日本法令、2022）、『事例でわかる家族信託契約
書作成の実務』（共著、日本法令、2020）、『パッとわかる信託用語・法令コンパクトブック』（共著、第一法規、
2020）がある。

先駆者たちの「教訓」事例

世の中で「家族信託」のニーズは非常に高いものだと感じています。実際、私は、
ここ数年、業務の半分以上の割合を「家族信託」が占めているような状況となっています。
「家族信託」に取り組む弁護士はそれほど多くないですが、今回の寄稿では、私が実際
に取り組んできたことや現在も取り組んでいること、最近の気付きなどをご紹介したい
と思います。
なお、本稿は私が所属する団体の見解ではなく、私見である旨をあらかじめお断りし
ておきます。
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ところが、なかなかその思いにマッチ
する分野が見つかりませんでした。そん
な中、ふとしたきっかけで、別の専門家
の方から「家族信託」というものを教え
てもらい、そこで「家族信託」を知りま
した。この偶然の出会いがその後の私の
仕事に大きな影響を与えました。
その時まで「信託」についてはなんと
なく知っている程度でした。はじめて聞
く「家族信託」というものを少し学ぶと、
「この仕組みはこれからの世の中に間違
いなく必要とされるものだ」という思い
が強くなり、すぐに「家族信託」を学ぶ
ため、できることは何かを調べ、行動に
移しました。
例えば、（一社）家族信託普及協会の
主催する「家族信託専門士研修」や（一
社）民事信託士協会の主催する「民事信
託士検定」を受けて、「家族信託（民事
信託）」に多くのエネルギーを費やし、
研鑽を深めていきました。
当時は、コロナ前ということもあり、

「家族信託」のセミナーがあればそれに
参加するため、しばしば東京との往来も
しました。

２ 　「家族信託」を業として取り
組むにあたって苦労した点

「家族信託」については、その言葉を
知って以降自分なりに学び続けてはいま
したが、私が「家族信託」を知った2016
年頃は、まだまだその知名度は低く、金
融機関においても対応してくれるところ
はほとんどありませんでした。
そのような時期に、いろいろな相談を
受ける中で、「家族信託」を説明すると、

「それがいいです」という相談者の声が
あっても、実際にやっていくためにはハ
ードルが高く、なかなか案件として取り
組むのは難しい日々が続きました。
人は「やったことがないこと」につい
ては不安に思います。それは相談者もそ
うですし、金融機関もそうでした。また、
専門家としての私自身もまったく不安が
ないわけではありませんでした。
「家族信託」を知ってから、実際に取
組みを進めていくまでにはしばらくの時
間を要することになりました。

３　私が工夫した点

（１）実家で「家族信託」を組成してみた
私自身の経験値を上げるためにも、ま
た「家族信託」の良さを伝えるためにも
（逆に想定外に問題が起きることがない
かを試す意味でも）、自身の実家におい
て信託を設計してみました。
当時は、「家族信託」に関する契約書
の例なども、今と比べると十分に揃って
おらず、契約書を作成するのに苦労した
記憶があります。また、失敗を恐れず、
自ら登記手続も行いました（正確な情報
かはわかりませんが、私が出した法務局
では、家族信託第１号だったと後日聞き
ました）。
そして、契約書に基づき、金融機関に
おいて信託口口座の開設にトライをし
て、３つの金融機関にて信託口口座を開
設しました（その後、一部は解約手続も
行いました）。
自分の家のことなので、間違えたら直
せばいいと割り切ってできるため、「家
族信託」へ取り組むのをためらっている
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方がいる場合は、まずは実家の「家族信
託」を考えてみることをお勧めします。

（２） 実際の案件をもとに金融機関への
対応を求めた

すでに述べたとおり、私が「家族信託」
に取り組んだ頃は、金融機関において「家
族信託」への取組みが今ほど進んでいな
い状況でした。
そんな中、相談のあった案件が、金融
機関の融資付き物件の信託に関するもの
であったことから、その案件の信託に取
り組んでもらいたいということで、いろ
いろなチャンネルから話を上げてもらい
ました。また、金融機関が実際に取り組
むにあたっての留意点なども説明するた
めに何度も本部に行き、じっくり話をさ
せてもらいました。
最終的に、その金融機関はこれをきっ
かけに、「家族信託」に取り組むことに
なりました。

４ 　実際の案件を対応する中で心
に残っていること

私自身が対応した案件について、心に
残っているものをいくつかご紹介します
（守秘義務等との関係から、実際の事例
にアレンジを加えていますので、ご承知
おきください）。

（１） 多数人が名義人となっている広大
な土地の管理・承継のための信託
事例

多数人が名義人となっている不動産が
あり、その名義人の一部に相続が起きる
と管理が大変になるなどの課題を抱えて

いましたが、２年以上かけて、不動産の
名義人の方々を委託者、一般社団法人を
受託者とする信託を組成しました（実際
には、私以上に、関与された司法書士の
先生方の尽力によるところが大きい事例
でしたので、その点申し添えます）。

（２） 委託者が信託組成後に判断能力が
低下し、「物盗られ」の妄想が入っ
てしまった事例

人は加齢に伴い、認知機能が低下し、
それまでとてもしっかりしていた人が感
情的になってしまったり、物盗られ妄想
が入ったりすることがあります。
「家族信託」の現場においてもこの問
題が起きることはあり、信頼関係に基づ
いて信託をしたものの、最終的にはその
信託を合意で終了させるという形になっ
てしまったものもありました。

（３）その他
実際の案件に対応する中でよくあるこ
ととして、これまであまり会話がなかっ
た親子間において、話すきっかけを作る
良い機会となったことが、結果、家族の
良い関係性の構築につながることがあり
ます（逆もあるのかもしれませんが）。

５ 　私自身が「家族信託」に取り
組んだ内容

2016年に「家族信託」に出会って以降、
どんな取組みをしてきたか、この寄稿を
きっかけに振り返ってみました。

（１）「家族信託」に関する勉強会の開催
一人で学び続けるのはしんどいのと、
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学びの内容に限界や偏りが出るので、あ
りきたりではありますが、私はいくつか
の勉強会を立ち上げ、自ら学ぶ場を作り
ました。
その学ぶ場も、①法律専門職が法律的
な検討を深める場、②法律専門職以外の
士業の方にも参加してもらい法律的な見
地のみならず、税務面などからの検討な
ども行う場、③士業に限らず広く信託に
取り組んでいる実務家の方との議論を深
める場、など様々です。長い勉強会では、
気付けば月１回でトータル50回くらいや
っているものもあります。
分厚い本を一人で読んだら挫折します
が、勉強会で範囲指定をすると、ずいぶ
んと負担が減るように感じます。最近で
は、ウェブ会議の活用がしやすくなった
ことから、他地域の人との勉強会の開催
もしやすくなっています。

（２） 広島において「家族信託」に取り
組む専門家ネットワークの構築に
向けた取組み

2016年に「家族信託専門士」を取得し
てすぐに、広島で「家族信託」に取り組
む専門家の集まる場を作ろうということ
で、同じ時に家族信託専門士を取得した
藤本律夫さんと「広島家族信託協会」を
立ち上げました。設立当初は広島の専門
士業向けの勉強会を継続的に開催して、
「家族信託」に取り組む専門家の数を増
やすことに注力しました。最近は、高齢
者支援にかかわる著名な専門家を招い
て、最先端の話を聴けるような場を広島
で作るようにしています。

（３） 「家族信託」にかかるセミナーの実施
私自身、自主開催でのセミナーはやっ
ていませんが、2016年以降現在までに
100回を超えるセミナーの講師を務めて
きました（コロナ前は年30回を超えるペ
ースでした）。人に話す準備を通じて、
また、参加した方からの質問へ答えるこ
とを通じて、とても良い学びの場になり
ますので、今も定期的にセミナー講師を
引き受けています。

（４）雑誌への寄稿や書籍の出版
「家族信託」に取り組むまで、執筆をす
る機会はあまりありませんでしたが、雑誌
の寄稿や書籍を発行する機会が増えまし
た。記念すべき第１冊目の『事例でわか
る 家族信託契約書作成の実務』（日本法
令）は、共同著者の門馬司法書士から声
をかけてもらい、貴重な機会を得ました。

（５）自らの様々な取組みを通じて
振り返ってみると、「家族信託」につ
いては、自分の中ではできる取組みは全
部やってきたかなという実感はありま
す。そして、その中で、いろいろな専門
家の方に出会い、議論し、また別の場で
新しい出会いがあり…そんな流れの中
で、信頼できる専門家の方々と多くのつ
ながりを持てているのが私の強みになっ
ています。

６ 　今の「家族信託」の状況を
見ての気付き

（１） 家族の課題に応えられていない「家
族信託」の事例が増えている

最近、「家族信託」をした家族から、「家
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族信託」をめぐるトラブルについての相
談を受ける機会が増えてきました。家族
の間にしっかりした信頼関係があり、取
り組む内容について家族の了解があれ
ば、本来はトラブルになりにくいはずの
「家族信託」ですが、一部では、何も考え
ずに契約書の「ひな型」に名前を入れる
だけの対応をしている例が散見されます。
将来のトラブルを予防したいという思
いで、決して安くない報酬を支払って「家
族信託」をしたものの、その作られた信
託の仕組みがその思いに応えられない内
容になっていることもあります。

（２） 新たな情報にもしっかりアンテナ
を張る

今の世の中は結構なスピードで変化し
ています。「家族信託」も例外ではあり
ません。「家族信託」については様々な
論点がありますが、その論点への考え方
も日々議論が進んでいて、常に新しい情
報をしっかりキャッチしておくことが大
切です。

（３） わからないこと・できないことは
人の力を借りる

「家族信託」は、法務、税務、登記、
金融など様々な分野が関係してきます。
そのため、一人で全部やろうとすると、
絶対にできないとは言いませんが、結構
大変です。そういう意味では、他士業、
他業種の人と連携しながらやっていくこ
とが大切です。

（４） 目の前の相談者へベストな解決策
を検討・提案する

霞を食べて生きていくわけにはいきま

せんが、私が受ける相談には、「家族信
託」の専門家（と名乗る人）から不必要
な「家族信託」の提案を受けて困ってい
るケースもあります。理想としては、「相
談者の課題の解決に貢献をすることで、
その貢献に見合ったフィーをもらい、ビ
ジネスとしてやっていく」ことを続けて
もらいたいです。「家族信託」は一つの
手段であって、絶対使わないといけない
ものではないという考えを持つ必要があ
ります。

６　まとめ

「家族信託」については、それぞれ依
って立つ立場から、様々な考え方があり
ます。その際に、「自分と考えが違う」
ということで頭ごなしに否定してしまう
のは生産的ではありませんし、それは目
の前の相談者のためにもなりません。
例えば、皆さんのところに次のような
相談が来たらどうしますか。
「私は寿命があと半年しかない。いろ
いろ調べた結果、遺言とか贈与ではな
く、今、自分の財産については〇〇に信
託したい」
このとき、「信託はいろいろ難しいので、
半年くらいかかってしまいます」という
提案ではそのニーズに応えられません。
そういう意味でも、日々、研鑽を積み
ながら、急ぐべき案件においては急ぐこ
とができるよう、私も日々学び続けてい
ます。
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